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研究成果の概要（和文）：本研究では、医療・福祉関連団体の活動を通した「個々人の健康増進」と「地域課題
の解決」、そしてそれらの相乗効果を総体的に「地域的処方」と呼び着目している。そして個別事例がまとまり
を持たずに散見されている状況に対して、その実施方法を理論化することが必要であると認識している。このこ
とに対処するために、地域的処方の実践拠点となる「まちの居場所」に注目し、多数の事例調査・分析を実施し
た。そして「まちの居場所」の持続的運営のためには、その私的側面と公的側面の両立が重要であることを解明
した。そして「まちの居場所」の私的側面・公的側面によって説明される、まちの居場所の持続的運営のモデル
を構築した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we focus on "Regional Prescribing". This concept means  "
Individual health promotion", "Regional issues solution" and synergies between these two. We 
recognize that it is necessary to theorize how to implement "Regional Prescribing" methods in 
response to the situation in which individual case studies are scattered without cohesion. In order 
to address this issue, we conducted a survey and analysis of numerous  "Local Community Hubs" which 
serve as centers for regional prescribing practices. We found that the balance of private and public
 aspects of management of "Local Community Hubs"  is important for the sustainable management. From 
these achievements, we also developed a sustainable management models for  "Local Community Hubs" 
that can be explained by the private and public aspects. 

研究分野： 都市計画、まちづくり
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
今日、超高齢・人口減少社会の中で、空き家・空き地発生、中心市街地衰退等様々な地域課題が発生している。
一方、個々の健康寿命延伸のため、特にシニア世代（自立高齢者層）を中心に、交流の増加が求められている。
このような状況に対して医療・福祉事業に関わる団体が、シニア世代の住民に対して積極的に地域社会との関わ
りを提供する事例が増加している。そして一部の事例は地域課題の解決にまで寄与している。本研究はこのよう
な個人の健康増進と地域の課題解決が、相乗効果をもちながら進む現象に着目している。今研究の構築した理論
に寄って、このような現象に対する理解が進み、個人の健康増進と地域の課題解決が進むことが期待できる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 今日、超高齢・人口減少社会の中で、空き家・空き地発生、中心市街地衰退等様々な地域課題
が発生しており、そうした課題解決を担う新たな主体の台頭が求められている。一方、医療福祉
コストは増大して行財政を圧迫しており、個々の健康寿命延伸のため、特にシニア世代（自立高
齢者層）を中心に、交流の増加とそれを支える縁の構築が求められている。 
 
 このような状況に対して、医療・福祉事業に関わる団体が、シニア世代の住民に対して積極的
に地域社会との関わりを提供する事例が増加してきた。例えば、建築・都市分野で注目されてい
る「まちの居場所」（日本建築学会編『まちの居場所』（2010、2019）に詳しい）は、人々に憩
いを提供し地縁を再構築し得る場であるが、医療・福祉関連団体が運営する事例も増加している。 
 総じてこうした医療・福祉事業が地域資源を活用して「個人の健康増進」を進めることが重要
となっている。 
 
 またイギリスでは医療従事者が患者に市民団体を紹介するという「Social prescription = 社
会的処方」の社会実験が行われている。患者に薬を処方するのではなく、社会的関係を処方する
この方法は、医療費削減に効果的であるとともに、市民団体との連携や低未利用地の整備・活用
にまで発展している。 
 
 こうした医療・福祉事業に
よる地域資源活用の注目す
べき点は、「個々人の健康増
進」機能だけではない。もう
一方で重要なのは、こうした
取組が、都市・農村計画が抱
える「地域の課題解決」にま
で結びつくということであ
る（図 1）。例えば、多くの
「まちの居場所」では空き家
活用が積極的に行われ、また
地域の活性化に一役買って
いることもある。 
 
 そこで本研究では、こうした医療・福祉関連団体を通した「個々人の健康増進」と「地域課題
の解決」、そしてそれらの相乗効果を、総体的に「地域的処方」と呼び、着目することとした。 
 
 このような「地域的処方」に関するは端緒についたばかりであり、個別事例がまとまりを持た
ずに散見される状況である。しかし都市・農村計画分野が抱える様々な課題解決や、超高齢・縮
退社会における社会貢献を進めるならば、この方法を理論化することが極めて重要であると研
究代表者は考えている。このことから本研究では、「地域的処方」の方法を示すことを目指し、
「まちの居場所」の持続的運営の理論化をすることとした。 
 
２．研究の目的 
 以上のような背景から本研究では下記 4 点を目的として研究を行った。 
目的①：「まちの居場所」の枠組み設定 
目的②：「まちの居場所」開設経緯の解明 
目的③：「まちの居場所」の持続的運営の方法のモデル化 
目的④：研究成果の検証 
 
３．研究の方法 
研究は以下の 3つの調査・分析よって構成される。 

 1 つめは、「まちの居場所」に関する既往研究や社会潮流に関する資料調査・分析である。こ
のことで、目的①を達成する。 
 2 つめは、国内の「まちの居場所」の事例を対象とした現地視察・運営者ヒアリング調査・分
析である。このことで目的②、③を達成する 
 3 つめは、国内外の関連事例に対する現地視察・運営者ヒアリングである。このことで、目的
④を達成する。 
 
４．研究成果 
(1)「まちの居場所」の定義 
 「居場所」については、教育学を中心に、建築学も含めて様々に定義されてきた。本研究では、

図 1 本研究で着目する地域的処方 



これら既存の定義を概観し、「物理的条件と社会的条件の一体的な影響を受けた上で主観的に見
いだされ、自己受容感、自己効力感、他者への関与の機会を得ることができる場所」と「居場所」
を定義した。 
 「まちの居場所」については、日本建築学会が「私的な場所でもなく、形式ばった場所でもな
く、人が思い思いに居合わせられる場所。そして、新たに地縁を結びなおす場所」と説明してお
り（引用文献①）、「居場所」の定義と比較して、地域住民を中心に誰でもが来訪可能であり、ま
た利用者間の関係が構築されるという側面が強調されていると整理した。このことを踏まえ、本
研究における「まちの居場所」の定義を「地域住民を中心とした不特定の人々が気軽に訪問可能
で、利用者間の関係構築が見られる『居場所』」と設定した。 
 
(2)「まちの居場所」に関する研究の変遷と本研究の位置づけ 
 関連既往研究を整理したところ、「まちの居場所」に関する既往研究の変遷は図 2 のようにま
とめることができた。また「まちの居場所」内部での人間構築への視点と、外部の組織との連携
への視点が個別に扱われてきたことに対して、本研究は両方の視点を持つものであると整理し
た。 

 
図 2 「まちの居場所」に関する研究の変遷と本研究の位置づけ 

 
(3) 海外の動向の整理 
 「まちの居場所」に類似した海外の用語を整理し、「まちの居場所」の英訳を検討した。具体
的には、英国、オーストラリア、カナダ等に見られる、近隣住民の滞在・交流の場として開設さ
れる場所である“Community Hub”、Ray Oldenberg が提唱し、人々に見出される公共の場であ
る“Third Place”、ドイツの「多世代ハウス」、カナダやオーストラリア、アメリカ等にある 
“Neighbourhood House”との関係を整理した。そして、基本的に地域住民らが経営・運営を行
い、地域住民の交流を生み出している“Communiry Hub”の中でも、より小規模な交流の場づく
りを目指している点で、本研究では「まちの居場所」を “Local Community Hub”と呼ぶことが
適切であると整理した。 
 
(4) 「まちの居場所」の 2つの側面と運営の形骸化 
 以上の調査に加え、関連する書籍、社会潮流の調査を加え、本研究では「まちの居場所」の持
続的運営について 2 つの側面のバランスに着目することが重要であると考えた（図 3）。この図
では、このバランスが崩れ、一方の側面に「まちの居場所」が偏重することで、本来の定義のよ
うに、地域住民を中心とした不特定の人々が他者と交流する、または自己を肯定・受容するよう
に働きかけることが困難となる「運営の形骸化」が発生することを説明している。 
 
(5) 「まちの居場所」の開設の目的と経緯 
 「まちの居場所」の開設の目的と経緯について、国内の「まちの居場所」の事例を対象とした
現地視察・運営者ヒアリング調査・分析に基づき、実態を解明した。 
 対象の選定にあたっては、次ページに示した条件を設定し、基本的に「コミュニティカフェ全
国連絡会」リストから抽出することとした。結果、26 の事例が抽出できた（うち 1 事例につい
てはは当該リストには含まれていないものの、研究代表者と信頼関係を構築しており調査への
協力が得られため、また条件に合致しているために対象に含めた）。 
 



 
図 3 本研究の視点―「まちの居場所」の二側面 

 
（選定の条件） 

①利用者を限定していないこと   ②特定の専有空間で運営されていること 
③住民・民間事業者による運営であること  ④利用者間の交流があること 
⑤日常的（週 3 日以上）に運営されていること 
⑥特定のプログラム・イベントなどに限らず利用が可能なこと 

 
調査の結果、開設の目的は主に「交流の場づくり」「助け合いの関係づくり」「気軽に滞在でき

る場づくり」「地域社会で活躍できる場づくり」「安心に暮らせるまちづくり」「不安の受容」「市
民ネットワークづくり」の 7つに整理できた。 
また開設経緯としては主に、「友人」「市民活動仲間」「地縁組織関係者」「福祉・保健事業者」

といった協力者から、「備品・施設の提供」「近隣への紹介」「開設の共同」といった協力を得て
いたことなどを解明した。 
 
(6) 「まちの居場所」の運営の形骸化と対処の実態 
 「まちの居場所」の運営の形骸化と対処について、国内の「まちの居場所」の事例を対象とし
た現地視察・運営者ヒアリング調査・分析に基づき、実態を解明した。対象は(5)に示したもの
と同様の 26 事例である。 
 具体的な調査・分析方法としては、運営を経済的に支える公的事業から受ける、「まちの居場
所」への影響および悪影響の緩和のための方法に着目することとした。公的事業に着目したのは、
「まちの居場所」に関する公的事業が増加しており普及のための要点である一方で、私的側面・
公的側面のバランスに大きな影響を与えて形骸化の要因になると考えられるためである。 
 
 結果、公的事業から受ける好影響の内容としては、利用について「利用者の増加・幅の拡大」、
「学び・助け合い」が、活動内容について「活動の幅の拡大」が、地域との関係について「ネッ
トワークの拡大」、「近隣からの信頼の増大」が挙げられた。また悪影響の内容としては、利用に
ついて「利用者の偏り」、「利用者トラブル」が、活動内容について「事務負担の増大」、「活動の
制約」が、地域との関係について「目的を公的事業の実施と誤解されること」が挙げられた。 
 さらに悪影響への、運用による対応としては「交流の促進」「運営体制の強化」「公的事業の利
用者に限定しないことの発信」「柔軟な運営への理解の拡大」「公的事業に関する行為の抑制」「利
用者の受容」が、施設・設備による対応としては「公的事業のための設備の設置」「空間の分節」
「公的事業のための設備の除去・隠蔽」が挙げられた。 
 
 以上の成果は、「まちの居場所」の 2側面の関係性に着目し、形骸化の状況と対処方法として
再整理し、(8)に示すモデル構築に活用した。 
 
(7) 「まちの居場所」の運営の形骸化と対処のプロセス 
 「まちの居場所」の運営の形骸化と対処について、国内の「まちの居場所」の事例を対象とし
た現地視察・運営者および参加者や近隣住民へのヒアリング調査・分析に基づき、実態を解明し
た。対象は(5)に示したもののうち 1 事例である。なお本項目の成果の一部は、研究代表者によ
る既往調査（引用文献②）等の成果を再分析したものである。 
 
 結果、対象事例において常連利用者数の定常状態の発生や、固定化といった状況が発生してい
ることが把握された。また常連利用者は地域との人間関係構築に無関心であるか抵抗感を持っ
ている、または健康不安を抱えている傾向にあることが把握された。さらに対象事例の外部との



関係性として、医療・介護事業者とは連携しているものの、地域社会に精通している近隣自治会
関係者が対象事例をほとんど認知していないこと、イベントを通した近隣住民らとの関わりが
限られていることが把握された。これらのことから、対象事例の「まちの居場所」が近隣住民ら
から疎遠となっていたことが明らかとなった。 
 一方、常連利用者らは、「まちの居場所」近隣の公共的空間での開かれた活動を実践すること
を通じて、近隣住民らへの関心を高め、実際に関係を構築していた。またこのような活動への参
加を通じて、近隣住民らは地域に資するものであると活動を肯定的に評価し、実際に活動に参
加・協力する者もいた。このように、「まちの居場所」の常習的利用者と近隣住民が相互に関心
をいだき、人間関係を構築して、近隣住民らからの疎遠な関係を解消する契機となっていること
が明らかとなった。 
 以上の成果は、「まちの居場所」の 2側面の関係性に着目し、形骸化の状況と対処方法として
再整理し、(8)に示すモデル構築に活用した。 
 
(8) 「まちの居場所」の運営を通じた地域的処方の方法のモデル化・検証 
 以上の成果を踏まえ、図 4 のように「まちの居場所」の持続的運営に向けた汎用モデルを構築
した。この図は、運営の形骸化の状況および形骸化への対処の方法を、私的側面と公的側面の関
係性に基づく分類によって整理している。対処の方法については《ⅰ両側面に基づく活動の相
乗効果を生む》《ⅱ両側面に基づく活動を一時的に切り離す》《ⅲ一方の側面に基づく活動を
促す》によって整理している。さらに運営の形骸化の状況および形骸化への対処の方法につい
ては、具体的な状況・方法を記載している。 
 

 
図 4 「まちの居場所」の持続的運営に向けた汎用モデル 

 

 このモデルについては、国内の「まちの居場所」の 9の事例の運営者に対して提示し、その汎
用性を確認した。その結果、モデルの理解可能性について 8の事例においてモデルが概ね理解さ
れたことがうかがえた。一部の事例では、モデルに対する違和感が表明されたが、後に筆者の説
明を加えることで、理解が深まる部分が見られた。 
 またモデルの適合性については、各事例の運営における形骸化と対処の方法について、モデル
を参照しながら説明する発言が多く得られたことから、十分あることがうかがえた。 
 
＜引用文献＞ 
①日本建築学会, まちの居場所ーまちの居場所をみつける／つくる, 東洋書店, 2010. 
②髙嶺 翔太, 後藤 春彦, 「まちの居場所」の集団的孤立に関する研究, 日本建築学会計画系論
文集, 2019, 84 巻, 755 号, p. 147-157, 2019 
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